
(公印省略）

情個審第5 2 7号

令和3年3月22日

山中理司様

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の写しの送付について

下記の事件については，令和3年3月22日に答申をしたので，情報公開・

個人情報保護審査会設置法第16条の規定に基づき，答申書の写しを送付しま

す。

記

令和2年（行情）諮問第430号

令和元年の御即位恩赦につき，恩赦相当の件数等が記載されてい

る文書等の不開示決定（不存在）に関する件

諮問番号

事件名



(公印省略）

情個審第5 2 6号

令和3年3月22日

法務大臣殿

情報公開・個人情報保護審査会

答申書の交付について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律第19条第1項の規定に基づく

下記の諮問について，別添のとおり，答申書を交付します（令和2年度（行情）

答申第516号)。

記

諮問番号

事件名

令和2年（行情）諮問第430号

令和元年の御即位恩赦につき，恩赦相当の件数等が記載されてい

る文書等の不開示決定（不存在）に関する件



法務大臣

令和2年8月26日 （令和2年（行情）諮問第430号）

令和3年3月22日 （令和2年度（行情）答申第516号）

令和元年の御即位恩赦につき，恩赦相当の件数等が記載されている文

書等の不開示決定（不存在）に関する件

諮問庁

諮問日

答申日

事件名

答申
聿
白

第1 審査会の結論

別紙に掲げる文書1ないし文書4 （以下，順に「文書1」ないし「文書

4」といい，併せて「本件対象文書」という。 ）につき， これを保有して

いないとして不開示とした決定は，妥当である。

第2審査請求人の主張の要旨

1 審査請求の趣旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。 ） 3

条の規定に基づく各開示請求に対し，令和2年7月17日付け中更審第2

O3号により中央更生保護審査会委員長（以下「処分庁」という。 ）が行

った不開示決定（以下「原処分」という。 ）を取り消すとの決定を求める。

2 審査請求の理由（添付資料は省略する。 ）

令和元年の御即位恩赦に関する事務を遂行するに際して，本件不開示決

定に係る文書は当然に作成していると思われる。

第3 諮問庁の説明の要旨

1 本件経緯

（1）審査請求人は，法4条1項の規定に基づき，令和2年6月19日付け

（同月22日受領）行政文書開示請求書により，処分庁に対し，本件対

象文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。 ）を行った。

（2）本件開示請求に対し，処分庁は，令和2年7月17日付け中更審第2

O3号行政文書不開示決定通知書により，同請求に係る行政文書を保有

していないことを理由として不開示とする原処分を行った。

（3）本件は，原処分を取り消すとの裁決を求める旨の審査請求がなされた

ものである。

2審査請求人の主張

審査請求人は，本件対象文書について， 「令和元年の御即位恩赦に関す

る事務を遂行するに際して，本件不開示決定に係る文書は当然に作成して

いると思われる。 」旨主張している。

なお，上記主張に係る「令和元年の御即位恩赦」とは，令和元年lO月

22日の官報に掲載された特別恩赦基準に基づく個別恩赦（以下「令和元
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年特別基準恩赦」という。 ）であることは，原処分に際して審査請求人に

確認をした。

3 原処分の妥当性について

（1）中央更生保護審査会の役割等

ア中央更生保護審査会（以下「中更審」という。 ）は，更生保護法

（平成19年法律第88号）に基づき法務省に設置されている機関で

あり，委員長及び委員4人をもって組織され，恩赦の実施についての

申出や，仮釈放に関する地方更生保護委員会の決定に関する審査，裁

決等を所掌事務としている。

イ恩赦には，その内容として，大赦，特赦，減刑，刑の執行の免除及

び復権の5種類があり，実施方法として，政令で一定の要件を定めて

画一的に実施する政令恩赦と， 中更審が，刑事施設若しくは保護観察

所の長又は検察官から恩赦上申を受けた個別の者について，恩赦相当

と判断した場合に実施する個別恩赦の2種類がある。

また，個別恩赦には，常時行う常時恩赦と，内閣が特別に設けた基

準により行う特別基準恩赦の2種類があるが， いずれについても，

中更審は，法令に基づき，恩赦上申を受けた事案ごとに，審査対象

者の性格，行状，違法行為をするおそれ，社会の感情その他の事項

について調査，検討を行った上，恩赦が相当か否かを議決し，恩赦

相当と議決したときは法務大臣に対して恩赦の実施を申し出る。

（2）本件開示請求に係る行政文書の保有等の有無

中更審は，令和元年特別基準恩赦も含めた個別恩赦につき，法令に基

づき，恩赦上申を受けた事案ごとに調査，検討，議決等の事務を行って

おり，本件開示請求に係る行政文書を中更審が作成，取得，保有するこ

とを義務付ける法令上の規定も必要性もないことから， 中更審はそれら

の行政文書を作成，取得，保有していない。

（3）小括

中更審は本件開示請求に係る行政文書を保有していないため，そのこ

とを理由として不開示を決定した原処分は妥当である。

4結論

以上のとおり，原処分は妥当であり，本件審査請求には理由がないこと

から，行政不服審査法（平成26年法律第68号） 45条2項により，本

件審査請求を棄却することが妥当である。

第4調査審議の経過

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

①令和2年8月26日 諮問の受理

②同日 諮問庁から理由説明書を収受

③令和3年2月19日 審議
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④同年3月16日 審議

第5審査会の判断の理由

1 本件開示請求について

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を保有していないとして不開示とする原処分を行った。

これに対し，審査請求人は，本件不開示決定に係る文書は当然に作成し

ているとして，原処分の取消しを求めているが，諮問庁は，原処分は妥当

であるとしていることから，以下，本件対象文書の保有の有無について検

討する。

2 本件対象文書の保有の有無について

（1）諮問庁の説明の要旨

ア上記第3の3のとおり。

イ本件対象文書の保有の有無等について， 当審査会事務局職員をして

諮問庁に更に確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり補

足して説明する。

（ア）文書1について

これを保有しているのは法務省保護局であって， 中更審ではこれ

を作成又は取得しておらず，保有していない。

（イ）文書2について

令和元年特別基準恩赦を含む個別恩赦に関する各手続は，更生保

護法，恩赦法等の法令の定めに基づいて実施しているため， 当該文

書を中更審が作成又は取得する必要性がないため， 中更審では， こ

れを保有していない。

（ウ）文書3について

中更審は，個別恩赦の議決に際し，恩赦出願者ごとに議決書等を

作成しているものであり，その恩赦出願者ごとに作成した文書以外

の配付資料はない。中更審が，恩赦出願者ごとに作成した文書以外

の配付資料を作成，取得，保有することを義務付ける法令上の規定

も，それらの必要性もないため， 中更審は作成，取得，保有してい

ない。

また， 中更審は，個別恩赦に係る中更審の会議に関し，会議の公

開や議事録作成について定める法令上の規定はなく， 中更審の独立

性， 中立性，公正性の確保，恩赦出願者等の個人情報保護等の見地

から， 中更審の会議は非公開としており，議事録も作成していない。
（工）文書4について

新たに中更審の委員に任命された人に対し，その職務を説明する

際は，業務を所管する法務省保護局各係の担当者が制度説明等を行

っており，説明に当たっては，法務省保護局編集のパンフレットの
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ほか，同局の各係が作成した資料を用いているところ， 当該資料は

法務省保護局が作成した文書であるため， 中更審としては当該文書

を作成又は取得しておらず，保有していない。

（オ）本件審査請求を受けて，念のため， 中更審において，再度本件開

示請求の際と同様，本件対象文書の探索を行った。その範囲等は，

行政文書ファイルが保存されている執務室内及び書庫並びにパソコ

ンのドライブ内の情報であり，本件対象文書の存在を確認すること

はできなかった。

）検討

ア更生保護法，恩赦法等によれば， 中更審は，令和元年特別基準恩赦

も含めた個別恩赦につき，関係法令に基づき，恩赦上申を受けた事

案ごとに調査，検討，議決等の事務を行う機関であり， また，本件

開示請求に係る行政文書を中更審が作成又は取得し，保有すること

を義務付ける法令上の規定も必要性もないことからすると，文書1

及び文書4については，法務省保護局で作成又は保有しているため，

中更審では保有しておらず，文書2については，個別恩赦の各手続

は更生保護法，恩赦法等の法令の規定により実施しているためこれ

を作成又は取得する必要がないため保有しておらず，文書3につい

ては，個別恩赦の議決に際し，恩赦出願者ごとに議決書等の文書を

作成しているが，それら以外の文書は作成又は取得する必要性がな

いためこれを保有していない旨の上記（1）イ（ア）ないし（エ）

の諮問庁の説明には， 同掲記の法令等に照らすと，特段不自然，不

合理な点は認められず，否定し難い。

イ上記（1）イ（オ）において諮問庁が説明する探索の範囲等につい

て，特段の問題があるとは認められない。

ウしたがって， 中更審において，本件対象文書を保有しているとは認

められない。

付言

原処分における不開示決定通知書には，不開示とした理由について，

｢開示請求に係る行政文書を保有していないため。 」と記載されていると

:ろ，一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対ころ，一般に，文書の不存在を理由とする不開示決定に際しては，単に対

(2）

3

象文書を保有していないという事実を示すだけでは足りず，対象文書を作

成又は取得していないのか， あるいは作成又は取得した後に，廃棄又は亡

失したのかなど，なぜ当該文書が存在しないかについても理由として付記

することが求められる。

したがって，原処分における理由付記は，行政手続法8条1項の趣旨に

照らし，適切さを欠くものであり，処分庁においては，今後の対応におい

て，上記の点について留意すべきである。
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4本件不開示決定の妥当性について

以上のことから，本件対象文書につき， これを保有していないとして不

開示とした決定については， 中更審において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。

(第1部会）

木村琢麿池田陽子，委員小泉博嗣，委員委員

b
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別紙本件対象文書

文書1 令和元年の御即位恩赦につき，既に決定した恩赦相当の件数と恩赦

不相当の件数が書いてある文書（最新版）

文書2 令和元年の御即位恩赦につき， 中央更生保護審査会の内部手続が書

いてある文書

文書3 令和2年6月9日の中央更生保護審査会の議事録及び配付資料（た

だし，恩赦申請者ごとに作成された文書は除く。 ）

文書4新たに中央更生保護審査会の委員に任命された人に対し，職務内容

を説明するために渡している文書（最新版）
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